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Ⅰ.開成町庁舎整備基本構想等策定委員会条例 

 

 

   開成町庁舎整備基本構想等策定委員会条例 

平成26年５月28日 

条例第８号 

 

 （設置） 

第１条 開成町庁舎整備基本構想及び基本計画（以下「基本構想等」という。）の策定に

あたり、庁舎整備に関する事項について検討及び協議を行うため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、開成町庁舎整備基本構想等

策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。 

（１） 庁舎建設の基本的事項に関すること。 

（２） 庁舎建設の位置に関すること。 

（３） その他庁舎建設に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

（１） 議会の推薦した議員 

（２） 学識経験を有する者 

（３） 関係団体の推薦を受けた者 

（４） 公募による町民 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委員委嘱のときから基本構想等を町長に答申するときまでとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する
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ところによる。 

 （意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、

かつ資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、行政推進部において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年６月１日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この条例は、基本構想等を町長に答申したときをもって、その効力を失う。 

 （招集の特例） 

３ この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第６条第１項の規定にかか

わらず、町長が招集する。 

 （開成町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 開成町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３７年開成町条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（目的）  （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２０３条の２の規定に

基づき、次の各号に掲げる非常勤の職員に

対して支給する報酬及び費用弁償の額並

びに支給方法について必要な事項を定め

ることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２０３条の２の規

定に基づき、次の各号に掲げる非常勤の

職員に対して支給する報酬及び費用弁償

の額並びに支給方法について必要な事項

を定めることを目的とする。 

 (１)～(５２) (略)  (１)～(５２) (略) 

 (５３) 庁舎整備基本構想等策定委員会

委員 

 (新設) 

 

次の改正前の表に掲げる別表を改正後の表に掲げる別表に下線で示すように改正する。 
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改正後 

別表（第２条関係） 

職名 報酬額 

１～５２ (略) (略) (略) 

５３ 庁舎整備基本構想

等策定委員会委員 

委員長の職にある者 

委員 

日額 ８，０００円 

日額 ７，２００円 
 

 

 

 

 

改正前 

別表（第２条関係） 

職名 報酬額 

１～５２ (略) (略) (略) 

(新設) 
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Ⅱ.開成町庁舎整備基本構想等策定委員会名簿 

 

 

  （順不同・敬称略） 

 氏  名 所  属  等 区  分 

１ 小林
こばやし

 哲雄
て つ お

 開成町議会議長 議会の推薦した議員 

２ 上野
う え の

 淳
じゅん

 
公立大学法人 首都大学東京 

名誉教授 
学識経験を有する者 

３ 加藤
か と う

 邦裕
くにひろ

 
神奈川県県西土木事務所 

計画建築部長 
学識経験を有する者 

４ 加藤
か と う

 一男
か ず お

 開成町自治会長連絡協議会長 
関係団体の推薦を受

けた者 

５ 石村
いしむら

 文博
ふみひろ

 開成町工場会長 
関係団体の推薦を受

けた者 

６ 府川
ふ か わ

 温子
あ つ こ

 開成町婦人会副会長 
関係団体の推薦を受

けた者 

７ 奥津
お く つ

 孝一
こういち

  公募による町民 

８ 菅井
す が い

 栄
えい

次
じ

  公募による町民 

９ 春田
は る た

 和子
か ず こ

  公募による町民 

１０ 永井
な が い

 希美代
き み よ

  公募による町民 
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Ⅲ.諮問 

 

開財発第５４号 

平成２６年８月６日 

 

 

開成町庁舎整備基本構想等策定委員会委員長 様 

 

 

開成町長 府 川 裕 一 

 

 

 

   庁舎整備基本構想・基本計画について（諮問） 

 

 開成町庁舎整備基本構想等策定員委員会条例（平成２６年開成町条例第８号）第２条の

規定に基づき、庁舎整備に関する下記事項について、理由書、資料（庁舎整備基本構想・

基本計画の策定について）を添えて諮問します。 

 なお、答申につきましては、平成２７年２月までに取りまとめていただきますようお願

い申し上げます。 

 

記 

１ 庁舎整備基本構想・基本計画に関すること 

 

 

諮問理由書 

 

 本庁舎は、昭和４５年に建設されて以来、４０年の間、開成町政の拠点として重要な

役割を果たしてきましたが、老朽化や耐震性能に課題があり、更に狭隘化、分散化、高

度情報化への対応、バリアフリー対応等において町民サービスや行政効率の低下を招い

ております。 

 この状況を受け、庁舎機能回復、災害時における行政機能維持に向けた抜本的対策の

ために、新庁舎の早急な建設に向けた取り組みが必要であり、事業の推進を図るべく、

この度新庁舎建設の基本構想・基本計画を策定することとなりました。 

 基本構想の内容としましては、現在の庁舎の課題を確認し、新庁舎建設の必要性を整

理していきたいと考えております。また、新庁舎のあるべき姿、理想の庁舎像を描き、
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それに基づき、新庁舎の位置、建設規模及び機能等の検討を行います。 

 また、その基本構想に基づき、新庁舎建設にあたっての課題や条件を整理し、施設計

画、事業費等を確認し、基本設計の指針とする庁舎整備基本計画について検討を行いま

す。 

 つきましては、開成町の将来を見据え、必要であるべき新庁舎の整備に係る基本構想

及び基本設計の指針とする基本計画について、貴検討委員会のご提言をいただきたく諮

問を行うものであります。 

 



 

 

開成町庁舎整備基本構想・基本計画 

 

 

開成町庁舎整備基本構想等策定委員会 

 

【事務局】 

開成町行政推進部 財務課 

〒258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢 773 番地 

ＴＥＬ：0465-83-2331 

ＦＡＸ：0465-82-5234 

 


